営業所技術者等特例配置要領－第４条関係
令和　　年　　月　　日
（宛先）新座市長
（受注者）住　所
商号又は名称
氏　名　　　　　　　　　　　　　　
営業所技術者等兼務届
　下記工事において、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事の主任技術者又は監理技術者の職務を兼務したいので届け出ます。工事の施工に当たり関係法令等を遵守し、安全管理及び工程管理に万全を期し、万一兼務が適当でないと判断された場合は、いかなる措置を受けても異議はありません。

なお、下記に記載した事項は事実に相違ないことを誓約いたします。
記
	兼務を希望する営業所技術者等
	営業所名
	　

	
	営業所の所在地
	　

	
	氏名
	　

	兼務を希望する工事
	専任・非専任の区分
	　専任　　非専任　　　　※どちらかに〇をつける

	
	工事名
	　

	
	工事場所
	　

	
	請負予定金額
	　

	
	工事期間
	　　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

	
	連絡員
	氏名
	　

	
	
	所属会社
	　

	
	発注者、工事担当課所名
	　

	兼務場所　　距離：　　．　ｋｍ（約　　　分）　縮尺１：●●●●（縮尺を記入すること）



注⑴　本届出書は、契約締結前（落札候補者の時点）に提出すること。
⑵　本届出書を提出する工事は、当該工事の請負契約を締結した営業所に配置されている営業所技術者又は特定営業所技術者が、主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねる場合のみです。
⑶　営業所技術者又は特定営業所技術者の雇用を確認できる書類（健康保険証等の写し等）を添付すること。
　⑷　健康保険証等の写しを添付する場合は、被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。
⑸　兼務場所欄には地図を貼付するとともに、営業所と兼務を希望する工事の場所を記載し、距離と縮尺を明記すること。別紙でも可。
【発注者チェック欄】　
１　専任現場に配置する場合
	①
	□
	営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された工事

	②
	□
	兼ねる工事現場の数が１以下

	③
	□
	当該工事の請負代金額が１億円未満（建築一式工事の場合は、２億円未満）

	④
	□
	営業所と当該工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその１日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、その間の移動時間がおおむね２時間以内

	⑤
	□
	下請次数が３を超えていない

	⑥
	□
	連絡員（※）の配置
※　土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を１年以上有する者

	⑦
	□
	情報通信技術（遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステム）の活用

	⑧
	□
	人員の配置を示す計画書の作成等

	⑨
	□
	情報通信機器（スマートフォン、タブレット端末又はＷｅｂ会議システム等）の設置、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境の確保

	⑩
	□
	所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（契約締結日の３か月以上前から直接雇用関係）


【発注者チェック欄】　
２－１　非専任現場に配置する場合（営業所と工事現場が近接している場合）
	①
	□
	営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された工事

	②
	□
	営業所と工事現場が近接している

	③
	□
	営業所との間で常時連絡を取り得る体制の確保

	④
	□
	所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（契約締結日の３か月以上前から直接雇用関係）


２－２　非専任現場に配置する場合（２－１以外の場合）
	①
	□
	営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された工事

	②
	□
	兼ねる工事現場の数が１以下

	③
	□
	営業所と当該工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその１日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、その間の移動時間がおおむね２時間以内

	④
	□
	下請次数が３を超えていない

	⑤
	□
	連絡員（※）の配置
※　土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を１年以上有する者

	⑥
	□
	情報通信技術（遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステム）の活用

	⑦
	□
	人員の配置を示す計画書の作成等

	⑧
	□
	情報通信機器（スマートフォン、タブレット端末又はＷｅｂ会議システム等）の設置、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境の確保

	⑨
	□
	所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（契約締結日の３か月以上前から直接雇用関係）


